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議第８７号 

 

土岐市部設置条例について 

 

土岐市部設置条例を別紙のように定めるものとする。 

 

平成３０年１１月２７日提出 

土岐市長 加 藤 靖 也 

 

提案理由 

 行政組織機構を見直すため、この条例を定めようとする。 
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土岐市部設置条例 

 

土岐市部設置条例（平成６年土岐市条例第１２号）の全部を改正する。 

（部の設置） 

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１５８条第１項の規定に基

づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため次の部を置く。 

総務部 

市民生活部 

健康福祉部 

地域振興部 

建設水道部 

（分掌事務） 

第２条 各部の分掌事務は、次のとおりとする。 

(１) 総務部 

ア 議会及び市の行政一般に関すること。 

イ 文書に関すること。 

ウ 情報公開に関すること。 

エ 契約に関すること。 

オ 情報推進に関すること。 

カ 防災に関すること。 

キ 総合企画、調整及び調査に関すること。 

ク 財政に関すること。 

ケ 組織及び事務の管理に関すること。 

コ 統計に関すること。 

サ 秘書及び褒賞に関すること。 

シ 国際交流に関すること。 

ス 広報広聴に関すること。 

セ 職員に関すること。 

ソ 財産の管理に関すること。 

タ 他の部の所管に属さないこと。 
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(２) 市民生活部 

ア 生活安全に関すること。 

イ 交通安全に関すること。 

ウ 環境政策に関すること。 

エ 環境保全に関すること。 

オ 公害対策に関すること。 

カ 廃棄物に関すること。 

キ 住宅政策に関すること。 

ク 市営住宅に関すること。 

ケ 戸籍及び住民基本台帳に関すること。 

コ 国民健康保険に関すること。 

サ 国民年金に関すること。 

シ 市税に関すること。 

(３) 健康福祉部 

ア 社会福祉に関すること。 

イ 介護保険に関すること。 

ウ 保育園及びこども園に関すること。 

エ 保健衛生に関すること。 

オ 病院事業に関すること。 

カ 地域医療に関すること。 

(４) 地域振興部 

ア まちづくり及び地域振興に関すること。 

イ 人口減少対策に関すること。 

ウ 商工業及び鉱業に関すること。 

エ 観光に関すること。 

オ 農業、林業、畜産業及び水産業に関すること。 

カ 土地改良に関すること。 

(５) 建設水道部 

ア 道路、橋りょう及び河川に関すること。 

イ 地籍調査に関すること。 
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ウ 都市計画に関すること。 

エ 開発に関すること。 

オ 建築に関すること。 

カ 浄化槽の設置に関すること。 

キ 雨水ポンプ場に関すること。 

（委任） 

第３条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

（土岐市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正） 

第２条 土岐市廃棄物の処理及び清掃に関する条例（昭和５５年土岐市条例第

１０号）の一部を次のように改正する。 

  第４条第１項中「地球環境村・クリーンパーク土岐（以下「クリーンパー

ク土岐」という。）」を「次の処理施設」に改め、同条第２項の表以外の部

分を削る。 

 （土岐市水道事業の設置等に関する条例の一部改正） 

第３条 土岐市水道事業の設置等に関する条例（昭和４１年土岐市条例第２５

号）の一部を次のように改正する。 

第３条中「水道部」を「建設水道部」に改める。 

（土岐市水道事業経営審議会設置条例の一部改正） 

第４条 土岐市水道事業経営審議会設置条例（昭和５０年土岐市条例第３３

号）の一部を次のように改正する。 

第９条中「水道部水道課」を「建設水道部上下水道課」に改める。 
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議第８８号 

 

土岐市職員定数条例の一部を改正する条例について 

 

土岐市職員定数条例の一部を改正する条例を別紙のように定めるものとする。 

 

平成３０年１１月２７日提出 

土岐市長 加 藤 靖 也 

 

提案理由 

 機構改革に伴い職員の定数を見直すため、この条例を定めようとする。 
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土岐市職員定数条例の一部を改正する条例 

 

土岐市職員定数条例（昭和４３年土岐市条例第２０号）の一部を次のように

改正する。 

第１条中「事業」の次に「及び下水道事業」を加える。 

第２条第１項の表市長の事務部局の項定数の欄中「４１９人」を「４０８

人」に改め、同表選挙管理委員会の職員の項定数の欄中「１人」を「４人」に

改め、同表監査委員の事務局の職員の項定数の欄中「１人」を「兼務２人」に

改め、同表教育委員会の事務局の職員の項定数の欄中「２６人」を「２５人」

に改め、同表公平委員会の職員の項定数の欄中「１人」を「兼務２人」に改め、

同表水道事業の事務部局の職員の項中「事業」の次に「及び下水道事業」を加

え、同項定数の欄中「１３人」を「２２人」に改め、同表合計の項定数の欄中

「９４３人」を「９３８人」に改める。 

附 則 

この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 
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議第８９号 

 

土岐市定年前に退職する意思を有する職員の募集等に関する条例につい

て 

 

 土岐市定年前に退職する意思を有する職員の募集等に関する条例を別紙のよ

うに定めるものとする。 

 

  平成３０年１１月２７日提出 

                     土岐市長 加 藤 靖 也 

 

提案理由 

 応募認定退職制度を導入するため、この条例を定めようとする。 
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土岐市定年前に退職する意思を有する職員の募集等に関する条例 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、定年（土岐市職員の定年等に関する条例（昭和５９年土

岐市条例第２１号）に規定する定年をいう。以下同じ。）前に退職する意思

を有する職員の募集等に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定年前に退職する意思を有する職員の募集） 

第２条 任命権者は、定年前に退職する意思を有する職員の募集であって、次

に掲げるものを行うことができる。 

(１) 職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とし、定年から１５年を

減じた年齢以上の年齢である職員を対象として行う募集 

(２) 職制の改廃を円滑に実施することを目的とし、当該職制に属する職員

を対象として行う募集 

（募集実施要項の作成及び周知） 

第３条 任命権者は、前条の規定による募集（以下「募集」という。）を行う

に当たっては、当該募集に関し次に掲げる必要な事項を記載した要項（以下

「募集実施要項」という。）を当該募集の対象となるべき職員に周知しなけ

ればならない。 

(１) 前条各号の別 

(２) 第６条第１項の規定により認定を受けた場合に退職すべき期日又は期

間 

(３) 募集をする人数 

(４) 募集の期間 

(５) 募集の対象となるべき職員の範囲 

(６) 募集実施要項の内容を周知させるための説明会を開催する予定がある

ときは､その旨 

(７) 第５条第１項の規定による応募（以下「応募」という。）又は応募の

取下げに係る手続 

(８) 第６条第２項の規定による通知の予定時期 

(９) 次条第３項に規定する時点で募集の期間が満了するものとするときは､
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その旨及び同項に規定する応募上限数 

(１０) 募集に関する問合せを受けるための連絡先 

(１１) 前各号に掲げるもののほか､募集に関し必要と認められる事項であ

って規則で定めるもの 

２ 任命権者は、募集実施要項に前項第５号に掲げる職員を記載するときは、

当該職員の範囲に含まれる職員の数が前項第３号に規定する募集をする人数

（以下「募集人数」という。）に１を加えた人数以上となるようにしなけれ

ばならない。ただし、前条第２号に掲げる募集を行う場合は、この限りでな

い。 

３ 任命権者は、募集実施要項に募集の期間を記載するときは、その開始及び

終了の年月日時を明らかにしなければならない。 

（募集の期間の延長及び満了） 

第４条 任命権者は、募集の目的を達成するため必要があると認めるときは、

募集の期間を延長することができる。 

２ 任命権者は、前項の規定により募集の期間を延長した場合には、直ちにそ

の旨及び延長後の募集の期間の終了の年月日時を当該募集の対象となるべき

職員に周知しなければならない。 

３ 任命権者が募集実施要項に募集の期間の終了の年月日時が到来するまでに

応募をした職員の数が募集人数以上の一定数（以下この項において「応募上

限数」という。）に達した時点で募集の期間は満了するものとする旨及び応

募上限数を記載している場合には、応募をした職員の数が応募上限数に達し

た時点で募集の期間は満了するものとする。 

４ 任命権者は、前項の規定により募集の期間が満了した場合には、直ちにそ

の旨を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。 

（応募又は応募の取下げ） 

第５条 次に掲げる者以外の職員は、規則で定めるところにより、募集の期間

中いつでも応募し、第９条第３号に規定する退職すべき期日が到来するまで

の間いつでも応募の取下げを行うことができる。 

(１) 岐阜県市町村職員退職手当組合退職手当条例（昭和３６年岐阜県市町

村職員退職手当組合条例第３号。以下「退職手当条例」という。）第２条
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第３項の規定により職員とみなされる者 

(２) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される

者 

(３) 第３条第１項第２号に規定する退職すべき期日又は同号に規定する退

職すべき期間の末日が到来するまでに定年に達する者 

(４) 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」という。）第

２９条の規定による懲戒処分（故意又は重大な過失によらないで管理又は

監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。次条第１項第２号

において同じ。）又はこれに準ずる処分を募集の開始の日において受けて

いる者又は募集の期間中に受けた者 

２ 前項の規定による応募又は応募の取下げは職員の自発的な意思に委ねられ

るものであって、任命権者は職員に対しこれらを強制してはならない。 

（応募の認定） 

第６条 任命権者は、応募をした職員（以下「応募者」という。）について、

次の各号のいずれかに該当する場合を除き、応募による退職が予定されてい

る職員である旨の認定（以下「認定」という。）をするものとする。ただし、

次の各号のいずれにも該当しない応募者の数が募集人数を超える場合であっ

て、あらかじめ、当該場合において認定をする者の数を当該募集人数の範囲

内に制限するために必要な方法を定め、募集実施要項と併せて周知していた

ときは、任命権者は、当該方法に従い、当該募集人数を超える分の応募者に

ついて認定をしないことができる。 

(１) 応募者が募集実施要項又は前条第１項各号の規定に適合しない場合 

(２) 応募者が応募をした後、法第２９条の規定による懲戒処分又はこれに

準ずる処分を受けた場合 

(３) 応募者が前号に規定する処分を受けるべき行為（在職期間中の応募者

の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして当該処

分に値することが明らかなものをいう。）をしたことを疑うに足りる相当

な理由がある場合、その他応募者に対し認定を行うことが公務に対する信

頼を確保する上で支障を生ずると認める場合であって規則で定める場合 

(４) 応募者を引き続き職務に従事させることが公務の能率的運営を確保し、
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又は長期的な人事管理を計画的に推進するために特に必要であると認める

場合 

２ 任命権者は、認定をし、又はしない旨の決定をしたときは、遅滞なく、規

則で定めるところにより、その旨（認定をしない旨の決定をした場合におい

てはその理由を含む。）を応募者に書面により通知するものとする。 

（退職すべき期日の通知） 

第７条 任命権者が募集実施要項において退職すべき期間を記載した場合には、

認定を行った後遅滞なく、当該期間内のいずれかの日から退職すべき期日を

定め、規則で定めるところにより、前条第２項の規定により認定をした旨を

通知した応募者に当該期日を書面により通知するものとする。 

（退職すべき期日の繰上げ又は繰下げ） 

第８条 任命権者は、認定を行った後に生じた事情に鑑み、認定を受けた職員

（以下「認定応募者」という。）が次条第３号に規定する退職すべき期日

（以下この条において「退職すべき期日」という。）に退職することにより

公務の能率的運営の確保に著しい支障を及ぼすこととなると認める場合にお

いて、当該認定応募者にその旨及びその理由を明示し、規則で定めるところ

により、退職すべき期日の繰上げ又は繰下げについて当該認定応募者の書面

による同意を得たときは、公務の能率的運営を確保するために必要な限度で、

退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げることができる。 

２ 任命権者は、前項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げ

た場合には、直ちに、規則で定めるところにより、新たに定めた退職すべき

期日を当該認定応募者に書面により通知しなければならない。 

（認定の失効） 

第９条 認定応募者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定は、その効

力を失う。 

(１) 退職手当条例第１５条第１項各号のいずれかに該当したとき。 

(２) 退職手当条例第１９条第１項又は第２項の規定により退職手当を支給

しない場合に該当したとき。 

(３) 募集実施要項に記載された退職すべき期日若しくは第７条若しくは前

条第２項の規定により応募者に通知された退職すべき期日が到来するまで
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に退職し、又はこれらの期日に退職しなかったとき（前２号に掲げるとき

を除く。）。 

(４) 法第２９条の規定による懲戒処分（懲戒免職の処分及び故意又は重大

な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処

分を除く。）又はこれに準ずる処分を受けたとき。 

(５) 第５条第１項の規定により応募を取り下げたとき。 

（公表） 

第１０条 任命権者は、この条例の規定による募集及び認定について、募集実

施要項（第６条第１項に規定する方法を周知した場合にあっては当該方法を

含む。）及び認定応募者の数を公表しなければならない。 

（委任） 

第１１条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。 

附 則 

この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 
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議第９０号 

 

土岐市職員の自己啓発等休業に関する条例の一部を改正する条例につい

て 

 

土岐市職員の自己啓発等休業に関する条例の一部を改正する条例を別紙のよ

うに定めるものとする。 

 

平成３０年１１月２７日提出 

土岐市長 加 藤 靖 也 

 

提案理由 

 学校教育法の一部改正に伴い、この条例を定めようとする。 
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土岐市職員の自己啓発等休業に関する条例の一部を改正する条例 

 

土岐市職員の自己啓発等休業に関する条例（平成１９年土岐市条例第２９

号）の一部を次のように改正する。 

第４条第２号中「第１０４条の２第４項第２号」を「第１０４条第７項第２

号」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

第２条 この条例による改正後の土岐市職員の自己啓発等休業に関する条例第

４条第２号に規定する課程には、学校教育法の一部を改正する法律（平成２

９年法律第４１号）による改正前の学校教育法（以下この条において「旧学

校教育法」という。）第１０４条第４項第２号の規定により旧学校教育法第

８３条に規定する大学（当該大学に置かれる旧学校教育法第９１条に規定す

る専攻科及び旧学校教育法第９７条に規定する大学院を含む。）の課程に相

当する教育を行う課程として認められていた課程を含むものとする。 
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議第９１号 

 

土岐市消防団中核拠点施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正す

る条例について 

 

土岐市消防団中核拠点施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例を別紙のように定めるものとする。 

 

平成３０年１１月２７日提出 

土岐市長 加 藤 靖 也 

 

提案理由 

 濃南分団中核拠点施設を新たに設置することに伴い、この条例を定めようと

する。 
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土岐市消防団中核拠点施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正す

る条例 

 

土岐市消防団中核拠点施設の設置及び管理に関する条例（平成１５年土岐市

条例第１４号）の一部を次のように改正する。 

第２条の表妻木分団中核拠点施設の項の次に次のように加える。 

濃南分団中核拠点施設 土岐市鶴里町細野２９番地の９１ 

附 則 

この条例は、平成３１年２月１０日から施行する。 
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議第９２号 

 

土岐市営グラウンドの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

について 

 

土岐市営グラウンドの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を別

紙のように定めるものとする。 

 

平成３０年１１月２７日提出 

土岐市長 加 藤 靖 也 

 

提案理由 

土岐市営鶴里グラウンドを廃止するため、この条例を定めようとする。 
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土岐市営グラウンドの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

 

土岐市営グラウンドの設置及び管理に関する条例（平成１７年土岐市条例第

５０号）の一部を次のように改正する。 

第２条の表土岐市営鶴里グラウンドの項を削る。 

附 則 

この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 
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議第９３号 

 

   土岐市下水道事業等の地方公営企業法全部適用に伴う関係条例の整備に

関する条例について 

 

 土岐市下水道事業等の地方公営企業法全部適用に伴う関係条例の整備に関す

る条例を別紙のように定めるものとする。 

 

平成３０年１１月２７日提出 

                     土岐市長 加 藤 靖 也   

 

提案理由 

 土岐市下水道事業等に地方公営企業法の全部を適用し、公営企業会計に移行

するため、この条例を定めようとする。 
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土岐市下水道事業等の地方公営企業法全部適用に伴う関係条例の整備に

関する条例 

 

（土岐市特別会計設置条例の一部改正） 

第１条 土岐市特別会計設置条例（昭和３９年土岐市条例第１号）の一部を次

のように改正する。 

  本則の表土岐市下水道事業特別会計の項及び土岐市農業集落排水事業特別

会計の項を削る。 

（土岐市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第２条 土岐市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例（平成１９

年土岐市条例第１４号）の一部を次のように改正する。 

題名を次のように改める。 

土岐市農業集落排水処理施設の管理に関する条例 

  第１条中「設置及び」を削る。 

  第３条を次のように改める。 

第３条 削除 

第４条中「市長」を「水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長

（以下「管理者」という。）」に改める。 

  第５条第１項ただし書中「市長」を「管理者」に改め、同条第２項第２号

中「規則」を「上下水道事業管理規程（以下「規程」という。）」に改める。 

  第７条第１項中「規則」を「規程」に、「市長」を「管理者」に改め、同

条第２項中「市長」を「管理者」に改める。 

  第８条中「市長」を「管理者」に改める。 

  第１１条中「規則」を「規程」に、「市長」を「管理者」に改める。 

  第１３条第２項、第１５条第２項第１号ただし書及び第２号並びに第１７

条中「市長」を「管理者」に改める。 

  第１８条第１項中「規則」を「規程」に、「市長」を「管理者」に改め、

同条第２項中「市長」を「管理者」に改める。 

  第１９条第１項中「規則」を「規程」に、「市長」を「管理者」に改める。 

  第２０条第１項ただし書及び第２項並びに第２１条から第２４条までの規
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定中「市長」を「管理者」に改める。 

  第２５条中「規則」を「規程」に改める。 

（土岐市下水道条例の一部改正） 

第３条 土岐市下水道条例（昭和５９年土岐市条例第２０号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第１条中「設置及び」を削り、「並びに」を「及び」に改める。 

  第３条を次のように改める。 

第３条 削除 

  第３条の３第３号中「規則」を「上下水道事業管理規程（以下「規程」と

いう。）」に改め、同条第５号中「規則」を「規程」に改める。 

  第３条の４第１号、第３条の５第２号及び第３条の７第５号中「規則」を

「規程」に改める。 

  第４条第２号中「規則」を「規程」に改め、同条第３号中「市長」を「水

道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長（以下「管理者」という。）」

に改め、第４号中「市長」を「管理者」に改める。 

  第６条第１項中「規則」を「規程」に、「市長」を「管理者」に改め、同

条第２項中「市長」を「管理者」に改める。 

  第７条中「規則」を「規程」に、「市長」を「管理者」に改める。 

  第８条第１項中「市長」を「管理者」に改める。 

  第１２条中「規則」を「規程」に、「市長」を「管理者」に改める。 

  第１３条中「市長」を「管理者」に改める。 

  第１４条第１項中「規則」を「規程」に、「市長」を「管理者」に改める。 

  第１５条第１項中「規則」を「規程」に、「市長」を「管理者」に改め、

同条第２項中「規則」を「規程」に、「市長」を「管理者」に改める。 

  第１７条第２項第１号ただし書、第２号及び第３号、第１９条、第２０条、

第２２条第１項、第２３条第１項ただし書及び第２項並びに第２４条中「市

長」を「管理者」に改める。 

  第２５条中「規則」を「規程」に改める。 

（土岐都市計画下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例の一部改

正） 
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第４条 土岐都市計画下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例（昭和

５７年土岐市条例第２４号）の一部を次のように改正する。 

第２条第２項中「市長」を「水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行

う市長（以下「管理者」という。）」に改める。 

第３条、第５条、第６条第１項及び第３項、第７条、第８条第２項、第９

条、第１０条並びに第１１条第１項中「市長」を「管理者」に改める。 

第１２条中「規則」を「上下水道事業管理規程」に改める。 

（土岐市水道事業の設置等に関する条例の一部改正） 

第５条 土岐市水道事業の設置等に関する条例（昭和４１年土岐市条例第２５

号）の一部を次のように改正する。 

題名中「水道事業」の次に「及び下水道事業」を加える。 

  第１条の見出し中「水道事業の」を削り、同条に次の１項を加える。 

２ 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水

質の保全に資するため、下水道事業（公共下水道事業及び農業集落排水事

業をいう。以下同じ。）を設置する。 

  第１条の次に次の１条を加える。 

（法の全部適用） 

第１条の２ 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号。以下「法」とい

う。）第２条第３項及び地方公営企業法施行令（昭和２７年政令第４０３

号。以下「令」という。）第１条第２項の規定により、下水道事業に法の

規定の全部を平成３１年４月１日から適用する。 

  第２条第１項中「水道事業」の次に「及び下水道事業」を加え、同条第２

項から第４項までを次のように改める。 

２ 水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。 

(１) 給水区域は、土岐市の区域内とする。 

(２) 給水人口は、６２，０００人とする。 

(３) １日最大給水量は、２７，９００立方メートルとする。 

３ 公共下水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。 

(１) 計画処理区域は、土岐市の区域のうち、下水道法（昭和３３年法律

第７９号）第４条第１項に規定する事業計画に定められた区域とする。 

- 22 -



(２) 計画処理区域面積は、２，０１０．７ヘクタールとする。 

(３) 計画人口は、５１，８３０人とする。 

(４) 計画１日最大処理能力は、２３，３００立方メートルとする。 

４ 終末処理場の名称及び位置は、次の表のとおりとする。 

名称 位置 

土岐市浄化センター 土岐市御幸町３丁目１番地 

  第２条に次の２項を加える。 

５ 農業集落排水事業の経営の規模は、次のとおりとする。 

(１) 計画処理区域は、土岐市鶴里町柿野地区の一部とする。 

(２) 計画処理区域面積は、６７．３ヘクタールとする。 

(３) 計画人口は、９９０人とする。 

(４) 計画１日平均処理能力は、２６８立方メートルとする。 

６ 農業集落排水処理施設の名称及び位置は、次の表のとおりとする。 

名称 位置 

土岐市柿野浄化センター 土岐市鶴里町柿野１，７５３番地 

  第２条の２中「地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号。以下「法」

という。）」を「法」に、「地方公営企業法施行令（昭和２７年政令第４０

３号）」を「令」に改め、「水道事業」の次に「及び下水道事業」を加える。 

  第３条中「水道事業の管理者」を「水道事業及び下水道事業の管理者の権

限を行う市長（以下「管理者」という。）」に改める。 

  第６条から第８条までの規定中「水道事業」の次に「及び下水道事業」を

加える。 

  第９条第１項中「管理者の権限を行う市長」を「管理者」に改め、「水道

事業」の次に「及び下水道事業」を加え、同条第２項第３号中「水道事業」

の次に「及び下水道事業」を加え、「管理者の権限を行う市長」を「管理者」

に改め、同条第３項中「管理者の権限を行う市長」を「管理者」に改める。 

 （土岐市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正） 

第６条 土岐市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和４２年土岐

市条例第２号）の一部を次のように改正する。 

第４条第１項中「管理者の権限を行う市長（以下「市長」という。）」を
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「水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長（以下「管理者」とい

う。）」に改める。 

第１８条、第１９条及び第２１条中「市長」を「管理者」に改める。 

（土岐市水道事業給水条例の一部改正） 

第７条 土岐市水道事業給水条例（昭和５８年土岐市条例第１２号）の一部を

次のように改正する。 

第２条第２号中「管理者の権限を行う市長（第３６条及び第３７条を除き、

以下「市長」という。）」を「水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行

う市長（以下「管理者」という。）」に改める。 

第３条第２項、第４条、第５条、第７条、第８条、第９条第１項及び第２

項、第１０条、第１１条第１項及び第３項、第１２条第１項から第３項まで、

第１４条、第１５条第１項及び第２項ただし書、第１５条の２、第１６条か

ら第１８条まで、第１９条第１項、第２０条、第２１条第２項、第２２条第

１項、第２３条、第２４条、第２７条第２項、第２８条、第２９条、第３１

条第１項、第３３条第１項の表及び同条第２項ただし書、第３４条第１項及

び第３項ただし書、第３５条、第３８条並びに第４０条中「市長」を「管理

者」に改める。 

   附 則 

 この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 
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議第９４号 

 

土岐市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例について 

 

土岐市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例を別紙のように

定めるものとする。 

 

平成３０年１１月２７日提出 

土岐市長 加 藤 靖 也 

 

提案理由 

 訪問看護ステーションの設置及び指定管理者に病院事業を行う施設の管理を

行わせることができるようにするため、この条例を定めようとする。 

- 25 -



土岐市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

 

土岐市病院事業の設置等に関する条例（昭和４１年土岐市条例第２６号）の

一部を次のように改正する。 

第２条第２項の表に次のように加える。 

土岐市

訪問看

護ステ

ーショ

ンとき

めき 

 健康保険法（大正１１年法

律第７０号）第８８条第１

項に規定する訪問看護 

 

高齢者の医療の確保に関す

る法律（昭和５７年法律第

８０号）第７８条第１項に

規定する訪問看護 

介護保険法（平成９年法律

第１２３号）第８条第４項

に規定する訪問看護及び同

法第８条の２第３項に規定

する介護予防訪問看護 

第７条を第１２条とし、第６条の次に次の５条を加える。 

（指定管理者による管理） 

第７条 第２条第２項に規定する病院事業を行う施設の管理は、地方自治法第

２４４条の２第３項の規定により、指定管理者（同項に規定する指定管理者

をいう。以下同じ。）に行わせることができる。 

（指定管理者が行う業務の範囲） 

第８条 土岐市立総合病院の指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 

(１) 診療及び検診に関する業務 

(２) 施設及び設備の維持管理に関する業務 

(３) 法第３３条の２の規定により委託する手数料の徴収に関する業務 

(４) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務 
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２ 土岐市国民健康保険駄知診療所の指定管理者は、次に掲げる業務を行うも

のとする。 

(１) 診療及び検診に関する業務 

(２) 施設及び設備の維持管理に関する業務 

(３) 法第３３条の２の規定により委託する手数料の徴収に関する業務 

(４) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務 

３ 土岐市老人保健施設やすらぎの指定管理者は、次に掲げる業務を行うもの

とする。 

(１) 介護保険法第８条第２８項に規定する介護保健施設サービスに関する

業務 

(２) 介護保険法第８条第１０項に規定する短期入所療養介護及び同法第８

条の２第８項に規定する介護予防短期入所療養介護に関する業務 

(３) 介護保険法第８条第８項に規定する通所リハビリテーション及び同法

第８条の２第６項に規定する介護予防通所リハビリテーションに関する業

務 

(４) 施設及び設備の維持管理に関する業務 

(５) 法第３３条の２の規定により委託する手数料の徴収に関する業務 

(６) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務 

４ 土岐市訪問看護ステーションときめきの指定管理者は、次に掲げる業務を

行うものとする。 

(１) 訪問看護事業に関する業務 

(２) 施設及び設備の維持管理に関する業務 

(３) 法第３３条の２の規定により委託する手数料の徴収に関する業務 

(４) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務 

（指定管理者が行う管理の基準） 

第９条 指定管理者は、この条例及び土岐市公の施設における指定管理者の指

定の手続等に関する条例（平成１７年土岐市条例第１号）の定めるところに

従い、適正に病院事業を行う施設の管理を行わなければならない。 

 （利用料金） 

第１０条 病院事業を行う施設を利用する者は、利用料金（地方自治法第２４
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４条の２第８項に規定する利用料金をいう。以下同じ。）を納入しなければ

ならない。 

２ 前項の利用料金の額は、次に掲げるところによる。 

(１) 健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律及び介護保険法の規定

により算定した額（以下「算定額」という。） 

(２) 前号の規定にかかわらず、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）第

４条の規定により課税の対象となる場合（同法第６条の規定により非課税

となる場合を除く。）は、算定額に１００分の１０８を乗じて得た額 

(３) 前２号の規定により難い場合は、別に市長が定める額の範囲内におい

て指定管理者が市長の承認を得て定める額 

３ 指定管理者は、市長の定める基準により利用料金を減免し、又はこれらの

徴収を猶予することができる。 

４ 第１項の利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。 

（納入の方法） 

第１１条 利用料金は、その都度納入しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、入院、老人保健施設及び訪問看護ステーション

の利用に係る利用料金は、当該月の初日から末日までに係るものを指定管理

者が定める日までに納入しなければならない。 

   附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、平成３１年４月１日から施行する。ただし、次の各号に

掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

(１) 次条の規定 公布の日 

(２) 第７条を第１２条とし、第６条の次に５条を加える改正規定 規則で

定める日 

（準備行為） 

第２条 指定管理者の指定のために必要な手続その他の準備行為は、この条例

の施行の日前においても、土岐市公の施設における指定管理者の指定の手続

等に関する条例の例によりすることができる。 

（土岐市職員定数条例の一部改正） 
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第３条 土岐市職員定数条例（昭和４３年土岐市条例第２０号）の一部を次の

ように改正する。 

第２条第１項の表市長の事務部局の項区分の欄中「及び老人保健施設」を

「、老人保健施設及び訪問看護ステーション」に改める。 

（土岐市立病院使用料、手数料及び利用料徴収条例の一部改正） 

第４条 土岐市立病院使用料、手数料及び利用料徴収条例（平成６年土岐市条

例第７号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「条例は、」の次に「土岐市病院事業の設置等に関する条例（昭

和４１年土岐市条例第２６号）に規定する」を加え、「及び土岐市老人保健

施設やすらぎ」を「、土岐市老人保健施設やすらぎ及び土岐市訪問看護ステ

ーションときめき」に改める。 

第２条第４項を次のように改める。 

４ 料金は、その都度納入しなければならない。ただし、入院、老人保健施

設及び訪問看護ステーションの利用に係る料金は、当該月の初日から末日

までに係るものを納入通知書に定める日までに納入しなければならない。 

 第２条第５項を削る。 
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議第９５号 

 

   土岐市・瑞浪市介護認定審査会共同設置規約の変更について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の７第２項の規定により、

土岐市・瑞浪市介護認定審査会共同設置規約を別紙のように変更するものとす

る。  

 

平成３０年１１月２７日提出 

                     土岐市長 加 藤 靖 也 

 

提案理由 

 土岐市役所新庁舎建設に伴い、土岐市・瑞浪市介護認定審査会の執務場所を

土岐市役所へ移転するため、この規約を変更しようとする。 
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土岐市・瑞浪市介護認定審査会共同設置規約の一部を改正する規約  

 

土岐市・瑞浪市介護認定審査会共同設置規約（平成１７年１２月１９日議決）

の一部を次のように改正する。 

 第４条中「土岐市土岐津町高山４番地土岐市産業文化振興センター・セラト

ピア土岐内」を「土岐市土岐津町土岐口２，１０１番地土岐市役所内」に改め

る。 

附 則 

 この規約は、平成３１年３月１８日から施行する。 

- 31 -



議第９６号 

 

   土岐市・瑞浪市障害者総合支援認定審査会共同設置規約の変更について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の７第２項の規定により、

土岐市・瑞浪市障害者総合支援認定審査会共同設置規約を別紙のように変更す

るものとする。  

 

平成３０年１１月２７日提出 

                     土岐市長 加 藤 靖 也 

 

提案理由 

 土岐市役所新庁舎建設に伴い、土岐市・瑞浪市障害者総合支援認定審査会の

執務場所を土岐市役所へ移転するため、この規約を変更しようとする。 
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土岐市・瑞浪市障害者総合支援認定審査会共同設置規約の一部を改正す

る規約  

 

土岐市・瑞浪市障害者総合支援認定審査会共同設置規約（平成１８年３月２

２日議決）の一部を次のように改正する。 

 第４条中「土岐市土岐津町高山４番地土岐市産業文化振興センター・セラト

ピア土岐内」を「土岐市土岐津町土岐口２，１０１番地土岐市役所内」に改め

る。 

附 則 

 この規約は、平成３１年３月１８日から施行する。 

- 33 -



 

議第９７号 

 

   土岐市立児童館の指定管理者の指定について 

 

 市は、次の条項により指定管理者を指定するものとする。 

 

平成３０年１１月２７日提出 

                    土岐市長 加 藤 靖 也   

 

１ 施設の名称  土岐市立土岐津児童館 

         土岐市立妻木児童館 

         土岐市立駄知児童センター 

         土岐市立肥田児童センター 

         土岐市立泉児童館 

２ 指定管理者  岐阜県土岐市下石町１０６０番地 

          社会福祉法人土岐市社会福祉協議会 

           会長 舘林 慶二 

３ 指定の期間  平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで 
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議第９８号 

 

   土岐市総合福祉センター・ウエルフェア土岐の指定管理者の指定につい 

   て 

 

 市は、次の条項により指定管理者を指定するものとする。 

 

平成３０年１１月２７日提出 

                 土岐市長 加 藤 靖 也   

 

１ 施設の名称  土岐市総合福祉センター・ウエルフェア土岐 

２ 指定管理者  岐阜県土岐市下石町１０６０番地 

          社会福祉法人土岐市社会福祉協議会 

           会長 舘林 慶二 

３ 指定の期間  平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで 
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議第９９号 

 

   土岐市老人福祉センターの指定管理者の指定について 

 

 市は、次の条項により指定管理者を指定するものとする。 

 

平成３０年１１月２７日提出 

                     土岐市長 加 藤 靖 也   

 

１ 施設の名称  土岐市白寿苑 

２ 指定管理者  岐阜県土岐市下石町１０６０番地 

          社会福祉法人土岐市社会福祉協議会 

           会長 舘林 慶二 

３ 指定の期間  平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで 
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議第１００号 

 

   土岐市福祉施設ひだまりの指定管理者の指定について 

 

 市は、次の条項により指定管理者を指定するものとする。 

 

平成３０年１１月２７日提出 

                     土岐市長 加 藤 靖 也   

 

１ 施設の名称  土岐市福祉施設ひだまり 

２ 指定管理者  岐阜県土岐市下石町１０６０番地 

          社会福祉法人土岐市社会福祉協議会 

           会長 舘林 慶二 

３ 指定の期間  平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで 
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議第１０１号 

 

   土岐市保健福祉センター・すこやか館の指定管理者の指定について 

 

 市は、次の条項により指定管理者を指定するものとする。 

 

平成３０年１１月２７日提出 

                     土岐市長 加 藤 靖 也   

 

１ 施設の名称  すこやか館老人デイサービスセンター 

２ 指定管理者  岐阜県土岐市下石町１０６０番地 

          社会福祉法人土岐市社会福祉協議会 

           会長 舘林 慶二 

３ 指定の期間  平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで 
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議第１０２号 

 

土岐市駄知公園運動広場の指定管理者の指定について 

 

市は、次の条項により指定管理者を指定するものとする。 

 

平成３０年１１月２７日提出 

土岐市長 加 藤 靖 也 

 

１ 施設の名称  土岐市駄知公園運動広場 

２ 指定管理者  岐阜県土岐市駄知町 1３４３番地の１ 

土岐市駄知町体育協会 

会長 加藤 健治 

３ 指定の期間  平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで 
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議第１０３号 

 

土岐市営肥田グラウンドの指定管理者の指定について 

 

市は、次の条項により指定管理者を指定するものとする。 

 

平成３０年１１月２７日提出 

土岐市長 加 藤 靖 也 

 

１ 施設の名称  土岐市営肥田グラウンド 

２ 指定管理者  岐阜県土岐市肥田町肥田１６９７番地の４ 

土岐市肥田町体育協会 

会長 鈴木 雅春 

３ 指定の期間  平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで 
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議第１０４号 

 

土岐市営曽木グラウンドの指定管理者の指定について 

 

市は、次の条項により指定管理者を指定するものとする。 

 

平成３０年１１月２７日提出 

土岐市長 加 藤 靖 也 

 

１ 施設の名称  土岐市営曽木グラウンド 

２ 指定管理者  岐阜県土岐市曽木町４０７番地の１の１ 

土岐市曽木町体育協会 

会長 花木 達美 

３ 指定の期間  平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで 
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議第１０５号 

 

債権の放棄について 

 

市は、次のとおり債権を放棄したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第９６条第１項第１０号の規定により議会の議決を求める。 

 

平成３０年１１月２７日提出 

土岐市長 加 藤 靖 也 

 

１ 債 権 の 内 容  契約解除に伴う違約金 

２ 債 務 者  岐阜県岐阜市野一色２丁目１番６号 

  日装工業株式会社 

   代表取締役 佐藤 惠子 

３ 放棄する金額  ２１，１６８円 

４ 放棄する理由  債務者の破産手続が廃止したことにより、債権を回収す

ることができなくなったため。 
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議第１０６号 

 

債権の放棄について 

 

市は、次のとおり債権を放棄したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第９６条第１項第１０号の規定により議会の議決を求める。 

 

平成３０年１１月２７日提出 

土岐市長 加 藤 靖 也 

 

１ 債 権 の 内 容  土地貸付料 

２ 債 務 者  個人 

３ 放棄する金額  ３０２，８３０円 

４ 放棄する理由  破産法に基づく免責決定がなされたことにより、債権を

回収することができなくなったため。 
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議第１０７号 

 

債権の放棄について 

 

市は、次のとおり債権を放棄したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第９６条第１項第１０号の規定により議会の議決を求める。 

 

平成３０年１１月２７日提出 

土岐市長 加 藤 靖 也 

 

１ 債 権 の 内 容  土地貸付料 

２ 債 務 者  岐阜県瑞浪市薬師町５丁目２１番地  

株式会社西尾土木部   

代表取締役 西尾 強 

３ 放棄する金額  ３６，９０５円 

４ 放棄する理由  債務者の破産手続が終結したことにより、債権を回収す

ることができなくなったため。 
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議第１０８号 

 

債権の放棄について 

 

市は、次のとおり債権を放棄したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第９６条第１項第１０号の規定により議会の議決を求める。 

 

平成３０年１１月２７日提出 

土岐市長 加 藤 靖 也 

 

１ 債 権 の 内 容  土地貸付料 

２ 債 務 者  岐阜県土岐市肥田町肥田２２４７番地の３５ 

           株式会社開山窯インターセラム  

代表取締役 小木曽 正義 

３ 放棄する金額  ２７，５４０円 

４ 放棄する理由  債務者の破産手続が廃止したことにより、債権を回収す

ることができなくなったため。 
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議第１０９号 

 

債権の放棄について 

 

市は、次のとおり債権を放棄したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第９６条第１項第１０号の規定により議会の議決を求める。 

 

平成３０年１１月２７日提出 

土岐市長 加 藤 靖 也 

 

１ 債 権 の 内 容  土地貸付料 

２ 債 務 者  岐阜県土岐市土岐津町土岐口８８３番地の４ 

           株式会社山岩砦山礦業所  

代表取締役 虎澤 敏彦 

３ 放棄する金額  ３，２５３，１４０円 

４ 放棄する理由  債務者の破産手続が廃止したことにより、債権を回収す

ることができなくなったため。 
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議第１１０号 

 

債権の放棄について 

 

市は、次のとおり債権を放棄したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第９６条第１項第１０号の規定により議会の議決を求める。 

 

平成３０年１１月２７日提出 

土岐市長 加 藤 靖 也 

 

１ 債 権 の 内 容  土地貸付料 

２ 債 務 者  岐阜県土岐市下石町３０４番地の１ 

           合資会社マイホーム 

            代表社員 加藤 秀之 

３ 放棄する金額  ９，３６９，０００円 

４ 放棄する理由  民事再生法に基づく再生計画認可の決定が確定したこと

により、債権を回収することができなくなったため。 
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議第１１１号 

 

債権の放棄について 

 

市は、次のとおり債権を放棄したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第９６条第１項第１０号の規定により議会の議決を求める。 

 

平成３０年１１月２７日提出 

土岐市長 加 藤 靖 也 

 

１ 債 権 の 内 容  土地貸付料 

２ 債 務 者  個人 

３ 放棄する金額  ７７２，７００円 

４ 放棄する理由  債務者が死亡、全相続関係人が相続放棄したことにより、

債権を回収することができなくなったため。 
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議第１１２号 

 

債権の放棄について 

 

市は、次のとおり債権を放棄したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第９６条第１項第１０号の規定により議会の議決を求める。 

 

平成３０年１１月２７日提出 

土岐市長 加 藤 靖 也 

 

１ 債 権 の 内 容  土地貸付料 

２ 債 務 者  個人 

３ 放棄する金額  ２０１，８００円 

４ 放棄する理由  債務者が死亡、全相続関係人が相続放棄したことにより、

債権を回収することができなくなったため。 
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議第１１３号 

 

   損害賠償の額を定めることについて 

 

 市は、次のとおり物損事故に対する損害賠償の額を定めるものとする。 

 

  平成３０年１１月２７日 

                     土岐市長 加 藤 靖 也   

 

 平成２９年９月１９日午後１時５５分頃、土岐市駄知町９３２番地の１地先

交差点において、子育て支援課職員が公務のため運転する軽自動車（岐阜４８

０う２９５１）が相手方の運転する自動車と出合頭で衝突し、当該相手方の自

動車を破損させた事故について、市は次のとおり賠償するものとする。 

 

１ 損害賠償の相手方  男性（土岐市駄知町在住） 

２ 損害賠償の額    ５００，１０９円 
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